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信
託
受
託
者
は
、
信
託
行
為
の
定
め
に
従
っ
て
信
託
財
産
を
管
理
ま
た
は
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
（
信
託
法
四
条
）
、

信
託
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
は
信
託
の
本
旨
に
し
た
が
っ
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
１
）
 

（
第
二
○
条
）
。
し
か
し
、
時
と
し
て
、
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
管
理
処
分
に
あ
た
り
信
託
行
為
の
定
め
に
反
し
た
り
、
ま
た
、
信
託
事

（
２
）
 

務
の
処
理
に
あ
た
り
信
託
の
本
』
曰
に
反
し
た
り
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
怠
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
信
託
財
産
は
、
受
託
者
の

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

一
一
一
一
一

Ｉ
は
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に
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管
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囲

Ｉ
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管
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と
え
当
初
予
定
し
た
一
定
の
利
益
を
Ｌ

（
３
）
 

責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
一
四

名
義
に
属
す
る
財
産
で
あ
っ
て
も
、
信
託
財
産
と
し
て
所
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
元
来
他
人
の
財
産
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
、

受
益
者
は
、
委
託
者
（
委
託
者
死
亡
の
場
合
に
は
そ
の
相
続
人
）
と
と
も
に
、
善
管
注
意
義
務
違
反
に
よ
っ
て
信
託
財
産
に
損
失
を
生
ぜ

し
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
受
託
者
に
対
し
て
、
信
託
義
務
違
反
を
事
由
に
、
損
失
の
填
補
ま
た
は
信
託
財
産
の
復
旧
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
（
第
二
七
条
）
。
も
っ
と
も
、
受
託
者
の
信
託
義
務
違
反
（
善
管
注
意
義
務
違
反
）
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
た

と
え
当
初
予
定
し
た
一
定
の
利
益
を
上
げ
ら
れ
な
く
て
も
ま
た
信
託
財
産
に
損
失
が
生
じ
て
も
、
受
託
者
は
、
受
益
者
に
対
し
て
、
何
ら

本
来
な
ら
ば
、
信
託
制
度
の
特
質
に
よ
っ
て
、
信
託
期
間
中
は
、
受
託
者
が
信
託
財
産
の
名
義
人
と
し
て
信
託
財
産
を
管
理
処
分
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
に
あ
た
っ
て
は
、
受
託
者
は
自
己
の
財
産
に
お
け
る
と
同
一
の
注
意
（
民
法
六
五
九
条
、

（
４
）
 

八
二
七
条
、
九
一
八
条
参
照
）
を
も
っ
て
為
す
こ
と
で
足
り
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
信
託
法
は
、
受
託
者
に
つ
い
て
、
民
法
上
の
財
産

管
理
人
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
信
託
の
本
旨
に
し
た
が
っ
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
信
託
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
た
の
で
あ
る
。
民
法
上
の
財
産
管
理
人
の
よ
う
な
受
託
者
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
の
議
論
は
別
に
し
て
、
受
託
者
は
、
信
託
事
務

（Ｐ、）

の
処
理
に
つ
い
て
、
自
己
の
名
義
に
な
っ
た
他
人
の
財
産
（
信
託
財
産
）
を
管
理
処
分
す
る
者
と
し
て
、
忠
実
義
務
と
並
ん
で
、
当
然
に
、

信
託
の
本
旨
に
し
た
が
っ
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
信
託
事
務
の
処
理
を
為
す
べ
き
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
わ
が
信
託
法
の
母
法
と
言
わ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
信
託
法
第
一
五
条
は
「
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
つ
い
て
、
通
常

の
慎
重
人
（
白
目
。
［
Ｃ
ａ
ご
凹
昌
ご
『
且
の
ロ
８
）
と
し
て
、
自
己
の
財
産
を
処
理
す
る
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
、
当
該
財
産
を
処
理
す

る
義
務
を
負
う
。
そ
し
て
、
特
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
前
段
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
通
常
の
慎
重
人
と
し
て
処
理
し
た
受

（
６
）
 

託
者
は
、
信
託
財
産
の
滅
失
、
穀
損
ま
た
は
劣
質
化
に
つ
い
て
、
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
」
と
規
定
す
る
。
米
国
信
託
法
リ
ス
ー
ナ
ィ
ト

Hosei University Repository



メ
ン
ト
第
一
七
四
条
は
、
忠
実
義
務
を
基
本
的
な
義
務
と
し
た
上
で
、
一
般
的
な
善
管
注
意
義
務
（
目
ご
（
◎
の
浅
の
『
：
の
『
の
四
⑫
。
ご
呂
一
①

８
円
の
：
。
⑫
こ
］
）
と
し
て
、
「
受
託
者
は
、
通
常
の
慎
重
人
が
自
己
の
財
産
を
処
理
す
る
場
合
と
同
様
の
注
意
と
技
能
を
用
い
る
義
務
を

受
益
者
に
対
し
て
負
う
。
受
託
者
が
通
常
の
慎
重
人
以
上
の
優
れ
た
技
能
を
有
す
る
と
表
示
し
て
受
託
者
に
任
命
さ
れ
た
場
合
に
は
、
か

（
７
）
 

（
８
）
 

か
る
技
能
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、
個
別
的
な
善
管
注
意
義
務
と
し
て
、
信
託
資
産
の
投
資
は
つ
い
て
、

一
般
的
な
善
管
注
意
義
務
の
規
定
の
ほ
か
に
、
「
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
収
益
を
は
か
る
た
め
に
、
合
理
的
な
注
意
と
技
能
を
行
使
す

（
９
）
 

べ
き
義
務
を
受
益
者
に
対
し
て
負
う
」
と
規
定
す
る
（
一
八
一
条
）
。
こ
の
よ
う
に
、
英
米
法
で
は
、
他
人
の
財
産
で
あ
っ
て
も
、
「
自
己

の
財
産
を
処
理
す
る
場
合
と
同
様
の
注
意
」
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
英
米
信
託
法
に
お
け
る
受
託
者
の
信
託

（
、
）

財
産
に
対
す
る
注
意
義
務
は
、
わ
が
信
託
法
に
お
け
る
注
意
義
務
よ
り
も
軽
減
さ
れ
て
い
る
と
一
一
百
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
英
米
に

お
い
て
は
、
自
己
を
中
心
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
善
管
注
意
義
務
の
意
味
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
受
託
者
の
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
（
善
管
注
意
義
務
）
は
、
原
則
と
し
て
、
受
託
者
の
信
託
事
務
処
理
の
一
切
に

（
Ⅲ
）
 

つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
判
例
を
み
る
限
り
、
白
地
規
範
的
な
義
務
の
内
容
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
は
、
信
託
事
務
の
処
理
に
あ
た
っ
て
要
請
さ
れ
る
行
動
の
基
準
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
受
託
者
個
人
が
受
託

者
と
し
て
信
託
事
務
の
処
理
を
為
す
に
あ
た
っ
て
要
求
さ
れ
る
基
本
的
な
義
務
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り

で
は
、
一
定
の
要
件
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
信
託
法
第
二
○
条
の
趣
旨
を
検
証
し
な
が
ら
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
に
関
す
る
具
体
的
な
意
味
内

（
胆
）

容
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

一

五
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（
５
）
中
野
「
信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
」
法
学
志
林
第
九
八
巻
第
二
号
二
二
四
頁
参
照
。

（
６
）
中
野
「
イ
ン
ド
信
託
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
ｌ
同
法
の
改
正
問
題
を
手
懸
り
と
し
て
ｌ
」
信
託
一
二
五
号
二
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
７
）
海
原
文
雄
・
英
米
信
託
法
概
論
一
三
八
頁
以
下
参
照
。

（
８
）
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
の
方
法
と
し
て
銀
行
に
預
金
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
銀
行
の
選
択
に
つ
い
て
善
管
注
意
義

務
を
負
う
よ
う
に
（
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
［
第
二
版
］
第
一
八
○
条
）
、
信
託
財
産
の
投
資
に
あ
た
っ
て
ど
こ
に
投
資
す
る
か
は
受
託
者
の
重
要

な
善
管
注
意
義
務
の
対
象
に
な
る
問
題
で
あ
る
。

（
９
）
梅
原
文
雄
・
前
掲
轡
二
○
四
頁
、
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
編
早
川
真
一
郎
訳
・
米
国
信
託
法
上
の
投
資
ル
ー
ル
ー
第
三
次
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
卜
叩
プ

ル
ー
デ
ン
ト
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
・
ル
ー
ル
ー
一
九
三
頁
以
下
参
照
。

（
４
）
特
に
、
信
託
の
基
本
的
構
造
論
に
お
い
て
受
託
者
の
完
全
権
と
受
益
者
の
債
権
と
で
構
成
す
る
債
権
説
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
受
託
者
が
信
託

財
産
に
関
し
て
完
全
権
を
有
す
る
と
解
す
る
以
上
、
受
託
者
の
固
有
財
産
に
お
け
る
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
信
託
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
で
足
り
る
筈
だ
か

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
一
一
ハ

（
１
）
わ
が
信
託
法
は
、
受
託
者
は
信
託
行
為
の
定
め
に
従
っ
て
信
託
財
産
を
管
理
ま
た
は
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
（
四
条
）
、
信
託
の
本
旨
に
従
っ

て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
信
託
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
○
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
法
意
か
ら
し
て
、
信
託
財
産
の
管
理
処
分

に
つ
い
て
は
信
託
行
為
の
定
め
に
従
う
こ
と
で
足
り
る
が
、
財
産
の
管
理
処
分
以
外
の
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
は
信
託
の
本
旨
に
従
っ
て
善
良
な
管
理
者
の
注

意
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
信
託
財
産
の
管
理
処
分
も
信
託
事
務
の
一
種
で
あ
る
が
、
信
託
財
産
の
管
理
処
分
よ
り
も
、
信
託
事
務
処
理

に
高
度
な
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
よ
う
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
立
法
論
と
し
て
、
信
託
財
産
の
管
理
処
分
と
信
託
事
務
と
を
区
別

し
て
い
る
が
、
信
託
の
本
旨
は
信
託
行
為
の
定
め
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
信
託
の
本
旨
と
信
託
行
為
の
定
め
と
は
同
意
義
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
し
て
も
、
信
託
財
産
の
管
理
処
分
行
為
の
注
意
基
準
と
信
託
事
務
の
処
理
行
為
の
注
意
基
準
に
は
整
合
性
が
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
同
意
義
を
語
句

を
変
え
て
重
複
し
て
規
定
し
た
こ
と
は
問
題
で
あ
る
（
遊
佐
慶
夫
・
信
託
法
制
評
論
八
○
頁
参
照
〉
。

（
２
）
特
に
、
平
成
一
五
年
三
月
一
二
日
神
戸
地
裁
判
決
（
第
一
審
）
（
平
成
一
一
一
一
年
（
ワ
）
第
四
五
五
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
）
判
例
時
報
一
八
一
八
号
一
四

九
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
二
六
七
号
二
○
頁
等
参
照
。

（
３
）
信
託
法
一
九
条
［
受
託
者
の
有
限
責
任
］
参
照
。
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
［
第
二
版
］
に
お
い
て
も
、
「
受
託
者
は
、
信
託
違
反
の
な
い
限
り
、

信
託
財
産
に
対
し
て
生
じ
た
損
害
ま
た
は
価
格
の
低
下
お
よ
び
得
べ
か
り
し
利
益
の
損
失
に
つ
い
て
、
受
益
者
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
」
（
二
○
四
条
）

ら
で
あ
る
。

と
規
定
す
る
。
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善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
（
い
わ
ゆ
る
善
管
注
意
義
務
）
と
は
、
民
法
上
の
概
念
と
し
て
、
無
償
受
寄
者
の
受
寄
物
の
保
管
に
関
す
る

「
自
己
ノ
財
産
二
於
ケ
ル
ト
同
一
ノ
注
意
」
（
民
法
六
五
九
条
）
、
親
権
者
の
被
親
権
者
の
財
産
の
管
理
に
関
す
る
「
自
己
ノ
為
メ
ー
ー
ス
ル

ト
同
一
ノ
注
意
」
（
民
法
八
二
七
条
）
お
よ
び
相
続
人
の
相
続
財
産
の
管
理
に
関
す
る
「
固
有
財
産
二
於
ケ
ル
ト
同
一
ノ
注
意
」
（
民
法
九

一
八
条
）
に
対
立
す
る
概
念
で
、
い
わ
ゆ
る
「
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
」
（
信
託
法
二
○
条
、
民
法
二
九
八
条
、
三
五
○
条
、
四
○
○

条
、
六
四
四
条
、
六
七
一
条
、
八
五
二
条
、
八
六
九
条
、
一
○
一
一
一
条
、
商
法
二
五
四
条
、
二
九
七
条
ノ
三
、
担
保
附
社
債
信
託
法
六
八

条
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
民
事
責
任
の
成
立
要
件
で
あ
る
故
意
・
過
失
の
前
提
に
な
る
注
意
義
務
の
基
準
と
し
て
、
自
己
の
た
め
に

す
る
と
同
一
の
注
意
を
怠
っ
た
場
合
に
は
具
体
的
軽
過
失
（
主
観
的
軽
過
失
）
と
な
り
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
怠
っ
た
場
合
に
は

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

二
七

Ⅱ
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
の
概
念

（
皿
）
入
江
真
太
郎
・
信
託
法
原
論
二
三
五
頁
、
永
井
露
吉
「
受
託
者
の
権
利
義
務
に
就
い
て
」
法
律
論
叢
第
九
巻
第
三
号
一
九
頁
。

（
、
）
昭
和
九
年
五
月
二
九
日
大
審
院
民
事
第
二
部
判
決
（
昭
和
八
年
（
オ
）
第
一
三
二
七
号
登
記
抹
消
請
求
事
件
）
法
律
評
論
一
一
一
一
一
巻
四
○
○
頁
、
法
律
新
聞

第
三
七
○
六
号
一
四
頁
、
平
成
一
三
年
二
月
一
日
東
京
地
裁
民
事
部
判
決
（
平
成
一
二
年
（
ワ
）
第
一
一
一
二
四
一
号
信
託
事
務
書
類
開
示
等
請
求
事
件
）
判
例

タ
イ
ム
ズ
一
○
七
四
号
二
四
九
頁
、
金
融
法
務
事
情
一
六
○
七
号
四
五
頁
は
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
信
託
法
二
○
条
）
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
が
、
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
平
成
一
五
年
三
月
一
二
日
神
戸
地
裁
判
決
（
第
一
審
）
（
平
成
一
一
一
一
年
〈
ワ
）
第
四
五
五
号
損
害
賠
償
請
求

事
件
）
判
例
時
報
一
八
一
八
号
一
四
九
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
二
六
七
号
二
○
頁
は
、
本
格
的
に
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
信
託
法
四
条
）
お
よ
び
受
託
者
の

善
管
注
意
義
務
（
信
託
法
二
○
条
）
に
関
す
る
事
例
で
あ
る
。

（
⑫
）
信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
に
関
す
る
最
近
の
研
究
つ
い
て
、
特
に
米
国
の
受
託
者
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
星
野
豊
・
信
託
法
理
論
の
形
成

と
応
用
二
四
○
頁
以
下
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
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一
八

（
１
）
 

抽
象
的
軽
過
失
（
客
観
的
軽
過
失
）
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
人
の
物
の
管
理
ま
た
は
事
務
を
処
理
す
る
場
ム
ロ
、
前
者
は
一
般

的
に
管
理
者
自
身
が
通
常
用
い
る
注
意
と
同
程
度
の
注
意
で
足
り
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
各
具
体
的
な
場
合
に
応
じ
て
、
一
般
的
な
知

（
２
）
 

識
・
経
験
に
富
ん
だ
人
が
思
慮
深
く
、
誠
実
に
な
す
べ
き
注
意
の
こ
と
で
あ
り
、
受
託
者
が
職
業
人
（
例
、
信
託
銀
行
）
で
あ
る
場
ム
ロ
に

（
３
）
 

は
、
職
業
的
に
分
化
し
た
（
平
均
人
よ
り
も
高
度
の
）
注
意
能
力
を
前
提
と
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
後
者
は
、
前

（
４
）
 

者
に
比
較
し
て
、
盲
同
度
な
注
意
義
務
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

信
託
法
に
お
い
て
も
、
「
受
託
者
ハ
信
託
ノ
本
旨
二
従
上
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
ヲ
以
テ
信
託
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
（
二

○
条
）
と
規
定
し
、
受
託
者
に
対
し
て
、
善
管
注
意
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
場
合
に

お
い
て
も
、
「
自
己
ノ
財
産
一
一
於
ケ
ル
ト
同
一
ノ
注
意
」
（
民
法
六
五
九
条
）
や
「
自
己
ノ
為
メ
一
一
ス
ル
ト
同
一
ノ
注
意
」
（
民
法
八
二
七

条
）
等
で
は
足
り
ず
、
「
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
」
（
信
託
法
一
一
○
条
、
民
法
一
一
九
八
条
、
三
五
○
条
、
四
○
○
条
、
六
四
四
条
、
六
七

一
条
、
八
五
二
条
、
八
六
九
条
、
一
○
’
二
条
等
）
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
」
の
意
味
・
程

度
に
つ
い
て
、
解
釈
論
と
し
て
、
信
託
法
上
の
受
託
者
と
民
法
・
商
法
上
の
事
務
処
理
者
・
財
産
の
保
管
者
と
は
同
一
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
留
置
権
者
（
民
法
二
九
八
条
）
、
受
任
者
（
民
法
六
四
四
条
）
、
後
見
監
督
人
（
民
法
八
五
二
条
）
、
遺
言
執
行
人
（
民

法
一
○
一
二
条
）
お
よ
び
取
締
役
（
商
法
二
五
四
条
）
等
民
法
上
ま
た
は
商
法
上
の
諸
制
度
に
お
い
て
も
「
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
」

を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
信
託
受
託
者
に
は
、
も
っ
と
厳
し
い
「
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
」
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る

こ
と
で
き
る
の
で
あ
る
。
信
託
に
お
け
る
受
託
者
に
は
、
委
任
に
お
け
る
受
任
者
の
善
管
注
意
義
務
と
同
一
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
一
般

（
５
）
 

的
で
あ
る
が
、
民
法
・
商
法
上
の
財
産
管
理
制
度
に
比
較
し
て
、
委
託
者
か
ら
受
託
者
に
対
し
て
財
産
権
の
蒋
星
輯
そ
の
他
の
処
分
が
為
さ

れ
た
財
産
を
単
に
管
理
処
分
を
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
信
託
行
為
の
定
め
に
し
た
が
っ
て
受
託
者
の
名
義
で
受
益
者
の
た
め
に
信
託
財
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（
６
）
 

産
か
ら
収
益
を
生
ト
レ
さ
せ
る
よ
う
財
産
を
管
理
処
分
す
べ
き
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

信
託
受
託
者
に
お
け
る
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
信
託
財
産
の
管
理
失
当
」
の
場
合
と
「
信
託
の
本

旨
に
反
す
る
信
託
財
産
の
処
分
」
の
場
合
と
に
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
七
条
）
。
す
な
わ
ち
、
信
託
財
産
の
管
理
失
当
に
よ
る
も

の
と
し
て
、
受
託
者
が
信
託
事
務
（
信
託
財
産
を
管
理
ま
た
は
処
分
お
よ
び
こ
れ
に
付
随
す
る
事
項
）
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、
信
託

目
的
に
違
反
し
ま
た
は
信
託
目
的
に
違
反
し
な
く
て
も
、
そ
の
方
法
が
適
切
で
な
い
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
受
託
者
が
信
託
行
為
に
基
づ

い
て
発
生
し
た
信
託
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
に
つ
い
て
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
受
託
者
は
自
己
の
固
有
財
産

と
信
託
財
産
お
よ
び
他
の
信
託
財
産
と
を
分
別
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
加
え
て
（
信
託
法
二
八
条
）
、
受
託
者
が
信
託

財
産
で
あ
る
現
金
を
金
庫
に
死
蔵
し
て
そ
の
利
殖
を
怠
っ
た
場
合
、
信
託
財
産
の
占
有
を
喪
失
し
た
た
め
に
（
民
法
一
九
二
条
な
い
し
一

九
四
条
、
商
法
五
一
九
条
、
手
形
法
一
六
条
二
項
、
小
切
手
法
二
一
条
等
）
、
そ
の
所
有
権
を
喪
失
し
た
場
合
、
家
屋
の
破
損
に
つ
き
適

当
な
時
期
に
適
切
な
修
繕
を
怠
っ
た
た
め
に
朽
廃
せ
し
め
た
場
合
、
債
権
に
つ
き
そ
の
権
利
の
行
使
を
怠
っ
た
た
め
に
消
滅
時
効
に
か
か

（
７
）
 

（
８
）
 

ら
し
め
た
場
合
、
危
険
な
投
資
を
し
た
た
め
に
信
託
財
産
で
あ
る
一
元
本
を
喪
失
せ
し
め
た
場
合
等
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
託
の
本

旨
に
反
し
て
信
託
財
産
の
処
分
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
信
託
財
産
を
現
状
の
ま
ま
管
理
す
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
信
託
財
産
に
質
権
、

抵
当
権
を
設
定
し
た
り
、
信
託
財
産
を
他
に
売
却
し
た
場
合
、
信
託
財
産
を
一
定
額
以
上
で
売
却
す
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
｜
定
額

以
下
の
不
当
な
廉
価
で
他
に
売
却
し
た
場
合
、
銀
行
に
預
金
す
べ
き
信
託
財
産
で
あ
る
金
銭
を
も
っ
て
、
株
式
の
買
入
れ
を
し
た
よ
う
な

（
９
）
 

場
合
ま
た
は
信
託
財
産
に
対
す
る
債
務
を
免
除
し
た
場
〈
口
等
で
あ
る
。

こ
の
他
に
、
受
託
者
の
「
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
」
義
務
に
つ
い
て
は
、
単
に
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
受
託
者

（
Ⅷ
）
 

の
信
託
事
務
処
理
の
一
切
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
託
終
了
後
の
信
託
事
務
の
処
理
は
も
と
よ
り
、

信
託
受
託
者
の
善
菅
注
意
義
務
（
中
野
）

二
九
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後
述
す
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
、
信
託
期
間
中
の
受
託
者
の
義
務
と
し
て
、
受
益
者
数
人
い
る
場
合
に
は
受
託
者
は
受
益
者
を
公
平
に
扱
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
受
託
者
が
数
人
い
る
場
合
に
は
信
託
義
務
違
反
を
阻
止
す
る
た
め
に
相
互
に
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
信
託
財
産

を
保
全
す
る
た
め
に
、
信
託
財
産
を
喪
失
・
腐
敗
か
ら
守
り
、
保
険
を
掛
け
、
信
託
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
訴
訟
を
提
起
し
、
公
租
公

課
を
支
払
う
等
の
処
置
を
講
じ
る
こ
と
も
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
託
に
お

い
て
は
、
受
託
者
は
自
己
の
財
産
を
管
理
す
る
者
で
は
な
く
、
委
託
者
か
ら
信
任
を
受
け
て
撞
転
さ
れ
た
財
産
を
受
益
者
の
利
益
の
た
め

に
管
理
処
分
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
単
な
る
管
理
ま
た
は
処
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
信
託
行
為
に
基
づ
い
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注

意
を
も
っ
て
財
産
を
管
理
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
託
者
は
、
有
償
・
無
償
に
関
係
な
く
、
財
産
の
管

理
処
分
に
あ
た
っ
て
、
善
管
注
意
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
受
託
者
に
課
せ
ら
れ
た
基
本
的
な
義
務
で

あ
る
信
託
利
益
給
付
義
務
（
善
管
注
意
義
務
）
は
、
受
益
者
の
給
付
請
求
権
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
信
託
財
産
を
受
益
者
の
利

益
の
た
め
に
管
理
処
分
す
べ
き
義
務
と
同
様
、
一
種
の
債
務
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
 

し
か
し
、
信
託
法
に
規
定
す
る
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
は
、
法
文
上
強
行
規
定
の
文
意
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
上
、
民
法
上

の
善
管
注
意
義
務
と
同
様
（
特
に
民
法
六
四
四
条
参
照
）
、
一
般
的
に
、
そ
の
義
務
に
つ
い
て
加
重
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
言

（
皿
）

わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
託
者
が
信
託
の
引
受
け
に
際
し
て
、
民
法
で
一
般
的
に
一
一
一
百
わ
れ
る
善
管
注
意
の
程
度
よ
り
著
し
く
高
度

な
注
意
を
課
し
た
り
、
特
殊
な
才
能
を
有
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
よ
う
な
と
き
は
善
管
注
意
義
務
は
よ
り
強
化
さ
れ
る
し
、
逆
に
、
注
意

義
務
を
軽
減
し
て
、
免
責
の
特
約
を
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
か
か
る
意
味
で
は
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
は
、

契
約
上
の
責
任
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
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（
１
）
我
妻
栄
・
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義
Ⅳ
）
二
六
頁
、
於
保
不
二
雄
・
債
権
総
論
（
法
律
学
全
集
二
○
巻
）
二
七
頁
、
八
九
頁
脚
注
（
一
四
）
、
松
阪
佐

一
・
民
法
提
要
［
第
四
版
］
三
四
頁
、
安
達
三
季
生
・
債
権
総
論
講
義
（
補
訂
第
三
版
）
一
六
頁
以
下
、
三
淵
忠
彦
・
信
託
法
及
信
託
業
法
七
二
頁
、
永
井
寿

吉
「
日
本
信
託
法
要
義
⑥
」
信
託
協
会
会
報
一
七
巻
二
号
二
六
頁
’
二
七
頁
、
中
川
高
男
「
受
任
者
の
善
管
注
意
義
務
」
契
約
法
大
系
Ⅳ
二
七
○
頁
参
照
。

（
２
）
上
田
啓
次
・
信
託
制
度
と
そ
の
利
用
五
四
頁
脚
注
二
五
百
）
参
照
。

（
３
）
四
宮
和
夫
・
信
託
法
［
新
版
］
二
四
七
頁
、
松
本
崇
・
信
託
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
一
三
五
頁
。

（
４
）
善
管
注
意
義
務
の
定
義
に
つ
い
て
四
宮
博
士
の
定
義
（
信
託
法
［
新
版
］
二
四
七
頁
参
照
）
に
賛
成
で
あ
る
が
、
大
阪
谷
博
士
は
、
四
宮
博
士
の
定
義
に

対
し
て
、
「
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
と
い
う
の
は
、
そ
の
仕
事
を
引
受
け
る
人
の
地
位
に
よ
っ
て
注
意
義
務
の
軽
重
が
き
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
仕
事
の
性
質
か
ら
見
て
、
お
よ
そ
人
が
そ
の
仕
事
に
従
事
す
る
場
合
に
一
般
的
標
準
的
に
見
て
ど
の
程
度
の
注
意
が
要
求
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
判

定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
だ
か
ら
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
と
い
う
の
は
、
事
務
の
性
質
上
の
観
点
か
ら
決
定
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
職
業
と
す
る
人
が
そ
の
事
務
を
行
う
か
或
は
そ
う
で
な
い
素
人
が
そ
の
事
務
を
行
う
か
に
よ
っ
て
、
注
意
義
務
の
程
度
を
左
右
せ
し
む
く
き
で
は

な
い
。
だ
か
ら
信
託
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
受
託
者
が
職
業
人
で
あ
る
場
合
（
例
え
ば
信
託
銀
行
）
に
は
、
職
業
人
で
は
な
い
一
般
人
が
受
託
者
で
あ
る

場
合
よ
り
も
高
度
な
注
意
義
務
が
負
わ
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
」
と
名
指
し
で
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
大
阪
谷
公
雄
「
信
託
業
者
の
注
意
義
務

は
個
人
の
非
営
業
受
託
者
の
そ
れ
よ
り
も
高
度
で
あ
る
か
」
信
託
復
刊
四
四
号
七
頁
以
下
（
信
託
法
の
研
究
［
下
］
実
務
編
四
四
四
頁
以
下
所
収
）
。
民
事
信

託
・
商
事
信
託
の
区
別
な
く
、
受
託
者
と
し
て
、
善
管
注
意
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
職
業
人
に
そ
の
基
準
を
置
く
も

の
で
は
な
く
、
非
職
業
人
に
そ
の
基
準
を
置
く
べ
き
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
５
）
岩
田
新
・
信
託
法
新
論
一
六
四
頁
、
入
江
真
太
郎
・
信
託
法
原
論
二
三
五
頁
、
遊
佐
慶
夫
・
信
託
法
制
評
論
八
○
頁
等
参
照
。

（
６
）
信
託
が
委
任
に
類
似
す
る
点
に
着
目
し
て
、
信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
に
つ
い
て
も
、
委
任
に
お
け
る
受
任
者
の
善
管
注
意
義
務
に
準
じ
て
考
え
る

べ
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
（
脚
注
③
参
照
）
、
信
託
の
場
合
に
は
、
確
か
に
委
任
に
類
似
す
る
面
も
存
す
る
が
、
財
産
権
の
移
転
と
い
う
目
的
を
超
過
す
る

手
段
が
採
ら
れ
る
の
で
、
一
概
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
託
の
場
合
に
は
原
則
と
し
て
、
「
与
え
る
債
務
」
で
あ
る
が
、
委
任
の
場
合
に
は
財

産
権
の
移
転
が
な
く
、
「
与
え
る
債
務
」
「
為
す
債
務
」
が
対
象
と
な
る
。
「
与
え
る
債
務
」
に
つ
い
て
も
、
受
任
者
に
財
産
権
の
移
転
は
な
く
、
信
任
関
係
・

信
頼
関
係
に
つ
い
て
も
、
信
託
の
受
託
者
よ
り
も
希
薄
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
民
法
上
同
じ
く
善
管
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
留
置
権
者
（
二
九

八
条
）
、
受
任
者
（
六
四
四
条
）
、
後
見
監
督
人
（
八
五
二
条
）
、
遺
言
執
行
者
二
○
一
二
条
）
等
の
間
で
も
同
一
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
準
用
規
定
に
な
っ

て
お
ら
ず
、
個
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
取
締
役
に
つ
い
て
は
委
任
に
関
す
る
準
用
規
定
に
な
っ
て
い
る
が
（
商
法
二
五
四
条
三
項
）
、

商
行
為
の
受
任
者
に
対
す
る
商
法
五
○
五
条
は
、
必
ず
し
も
民
法
の
特
則
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
有
力
で
あ
る
。

信
託
受
託
者
の
善
菅
注
意
義
務
（
中
野
）

一
一
一
一
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受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
受
託
者
の
信
託
事
務
処
理
の
一
切
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て

（
１
）
 

い
る
。
概
ね
賛
成
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
受
託
者
の
信
託
事
務
処
理
の
一
切
に
適
用
さ
れ
る
と
は
一
一
一
一
口
っ
て
も
、
信
託
事
務
の
処
理
と
は
信

託
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
お
よ
び
こ
れ
に
付
随
す
る
事
務
の
遂
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
漠
然
と
し
て
お
り

Ⅲ
善
管
注
意
義
務
の
適
用
範
囲

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一一一一一

（
７
）
昭
和
一
○
年
八
月
八
日
大
審
院
第
一
民
事
部
判
決
（
昭
和
一
○
年
（
オ
）
第
二
二
号
約
束
手
形
金
請
求
事
件
）
民
集
一
四
巻
一
九
号
一
六
九
五
頁
〈
中

野
正
俊
・
信
託
法
判
例
研
究
二
○
事
件
）
七
二
頁
参
照
）
。

（
８
）
平
成
一
五
年
三
月
一
二
日
神
戸
地
裁
判
決
（
第
一
審
）
（
平
成
一
三
年
（
ワ
）
第
四
五
五
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
）
判
例
時
報
一
八
一
八
号
一
四
九
頁
、

金
融
・
商
事
判
例
二
六
七
号
二
○
頁
。

（
９
）
三
淵
忠
彦
・
前
掲
書
八
一
頁
、
松
本
崇
・
前
掲
轡
一
七
五
頁
、
永
井
寿
吉
「
前
掲
論
文
八
」
信
託
協
会
会
報
一
七
巻
四
号
四
二
頁
’
四
三
頁
。
私
見
に
よ

れ
ば
、
信
託
の
本
旨
に
反
し
て
信
託
財
産
を
処
分
し
た
場
合
、
特
に
、
委
託
者
に
対
す
る
忠
実
義
務
違
反
（
四
条
）
に
も
な
る
。

耐
）
四
宮
和
夫
・
前
掲
書
二
四
八
頁
。

、
）
信
託
法
二
○
条
は
、
任
意
規
定
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
〈
例
、
四
宮
和
夫
・
前
掲
番
二
四
七
頁
、
大
阪
谷
公
雄
「
前
掲
論
文
」
信
託
復
刊
四
四

頁
以
下
信
託
法
の
研
究
［
下
］
実
務
編
四
五
一
頁
所
収
）
、
「
～
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
民
法
第
六
四
四
条
は
「
～
ヲ
負
Ｚ
と
規
定

す
る
が
、
信
託
法
二
○
条
と
同
様
、
任
意
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
皿
）
四
宮
和
夫
・
前
掲
書
二
四
七
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
信
託
法
第
一
六
○
四
○
条
ｎ
項
は
明
文
規
定
を
設
け
て
い
る
。

（
⑬
）
米
国
に
お
け
る
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
受
託
者
は
、
通
常
慎
重
な
者
が
自
己
の
事
務
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
自
己
が
有
す
る
技
能
を
行

使
す
べ
き
義
務
を
負
う
が
、
受
託
者
が
通
常
慎
重
な
者
以
上
の
技
能
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
特
殊
な
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
な
く
て
も
、
受

託
者
は
、
そ
の
技
能
を
行
使
す
べ
き
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
国
。
、
①
「
（
・
弓
『
ロ
呉
の
：
□
『
『
巨
禺
の
①
⑩
．
⑩
ｇ
・
望
一
圏
・
）
］
垣
＆
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、

印
８
耳
博
士
は
、
特
殊
な
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
と
き
に
限
る
と
主
張
さ
れ
る
（
⑫
８
耳
・
口
『
『
Ｅ
切
威
の
①
Ｃ
』
『
』
』
『
」
農
置
・
の
□
．
。
＄
詔
）
。
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先
ず
、
四
宮
和
夫
博
士
は
、
「
英
米
法
で
は
独
立
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
は
、
便
宜
上
、
次
の
諸
義
務
も
善
管
義
務
に

含
ま
せ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
上
で
、
「
⑪
受
益
者
数
人
あ
る
場
合
は
、
受
託
者
は
公
平
に
信
託
事
務
を
処
理
す
べ
き
で

り
、
②
受
託
者
数
人
の
場
合
は
、
相
互
に
監
視
し
合
っ
て
、
他
の
受
託
者
が
信
託
違
反
行
為
を
す
る
の
を
阻
止
す
べ
き
義
務
が
あ
り
、
③

信
託
財
産
の
安
全
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
信
託
財
産
を
喪
失
・
腐
敗
か
ら
守
り
、
保
険
に
か
け
、
信
託
財
産
を
保

（
２
）
 

護
す
る
た
め
に
訴
訟
を
提
起
し
、
公
租
公
課
を
支
払
う
等
の
処
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
壱
ｂ
の
義
務
は
、

信
託
事
務
処
理
上
重
要
な
義
務
で
あ
る
が
、
信
託
法
上
受
託
者
の
義
務
と
し
て
明
文
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
信
託
財

産
の
分
別
管
理
義
務
を
は
じ
め
と
し
て
（
信
託
法
二
八
条
）
、
共
同
受
託
者
の
合
手
的
行
動
の
義
務
（
二
四
条
）
、
自
己
執
行
義
務
（
二
六

条
）
、
帳
簿
備
置
・
財
産
目
録
作
成
義
務
（
三
九
条
）
お
よ
び
信
託
事
務
処
理
説
明
義
務
（
四
○
条
）
等
に
つ
い
て
も
、
信
託
事
務
処
理

上
重
要
な
義
務
で
あ
る
が
、
明
文
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
意
識
的
に
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ
「
受
益
者
数
人
あ
る
場
合
は
、
受
託
者
は
公
平
に
信
託
事
務
を
処
理
す
べ
き
で
あ
る
（
公
平
義
務
こ
と
の
点
に
つ
い
て
、
複
数
の

受
益
者
が
存
在
す
る
信
託
の
場
合
、
受
託
者
は
、
複
数
の
受
益
者
の
う
ち
、
一
人
の
受
益
者
の
利
益
の
た
め
に
、
他
の
受
益
者
を
不
利
益

な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
受
託
者
の
受
益
者
に
対
す
る
信
託
利
益
の
給
付
義
務
に
つ
い
て
は
、
各
受
益
者
は

信
託
行
為
の
定
め
に
し
た
が
っ
て
信
託
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
受
託
者
が
信
託
行
為
に
し
た
が
っ
て
信
託
利
益
を
給
付
す

る
か
ぎ
り
、
受
託
者
の
義
務
違
反
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
信
託
行
為
に
信
託
利
益
の
配
分
比
率
ま
た
は
配
分
方
法
に
関
す
る
別

段
の
定
め
の
な
い
場
合
に
は
、
受
託
者
の
公
平
義
務
（
：
ｑ
芹
Ｃ
Ｑ
①
巴
自
己
四
『
菌
］
］
］
葛
冒
す
目
昌
凰
目
の
⑰
）
が
重
要
な
意
味
を
持
つ

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

一一一一一一

暖
昧
で
あ
る
。
そ
（

検
討
し
て
み
た
い
。 そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
四
宮
和
夫
博
士
の
所
説
・
判
例
に
基
づ
い
て
、
善
管
注
意
義
務
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
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法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
二
四

こ
と
に
な
る
が
、
各
受
益
者
は
均
等
の
配
分
に
よ
っ
て
信
託
利
益
を
享
受
し
得
る
』
鰹
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
受
託
者
は
、
各
受

（
３
）
 

益
者
に
対
し
て
、
均
等
の
配
分
に
よ
っ
て
信
託
利
益
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
各
受
益
者
に
対
し
て
、

受
託
者
が
信
託
行
為
の
定
め
に
し
た
が
っ
て
信
託
利
益
を
給
付
す
る
か
ぎ
り
、
受
託
者
の
公
平
義
務
の
問
題
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
解
し
得
る
な
ら
ば
、
受
託
者
の
公
平
義
務
は
、
自
益
権
的
色
彩
の
強
い
受
益
者
の
信
託
利
益
給
付
請
求
司
権
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
か
ら
派
生
す
る
義
務
で
は
な
く
、
受
託
者
の
忠
実
義
務
（
目
ご
Ｃ
｛
一
・
冨
一
ご
）
か
ら
派
生
す
る
義
務
と
言
う

〈
４
）

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
信
託
法
二
二
条
（
受
託
者
の
権
利
取
得
の
制
限
）
に
忠
実
義
務
を
求
め
ら
れ
る
実
質
的
法
主
体
説

の
立
場
か
ら
す
る
と
、
受
託
者
の
公
平
義
務
は
、
善
管
注
意
義
務
の
一
つ
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

②
「
受
託
者
数
人
の
場
合
は
、
相
互
に
監
視
し
合
っ
て
、
他
の
受
託
者
が
信
託
違
反
行
為
を
す
る
こ
と
を
阻
止
す
べ
き
で
あ
る
（
相
互

監
視
義
務
と
と
の
点
に
つ
い
て
、
共
同
受
託
に
す
る
場
合
、
委
託
者
の
意
思
解
釈
の
問
題
で
あ
る
が
、
「
受
託
者
間
に
お
け
る
相
互
監
視

（
５
）
 

の
た
め
」
の
他
に
、
「
総
ム
ロ
的
能
力
の
発
揮
を
期
待
す
る
た
め
」
と
が
考
え
ら
れ
る
。
両
説
と
も
、
受
託
者
の
善
管
注
意
が
問
題
に
な
る

が
、
こ
こ
で
は
、
受
託
者
の
相
互
監
視
義
務
に
つ
い
て
、
そ
の
是
非
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
受
託
者
が
数
人
い
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
任
務
の
内
容
は
単
独
受
託
者
の
場
合
と
基
本
的
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
共
同
受
託
者
の
一
人
に
よ
る
信
託
違
反
行
為
に
対
し
て
は
、

受
益
者
に
対
す
る
関
係
と
共
同
受
託
者
に
対
す
る
関
係
と
が
問
題
に
な
る
。
受
益
者
に
対
す
る
関
係
で
は
、
信
託
違
反
を
防
止
し
な
か
っ

た
こ
と
に
故
意
過
失
の
あ
る
共
同
受
託
者
は
、
善
管
注
意
義
務
違
反
を
理
由
に
、
受
益
者
に
対
し
て
、
連
帯
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

（
６
）
 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
土
〈
同
受
託
者
の
一
人
が
信
託
の
本
」
曰
に
反
し
て
信
託
財
産
を
領
得
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
受

益
者
に
対
し
て
は
背
任
罪
（
刑
法
二
四
七
条
）
、
他
の
共
同
受
託
者
に
対
し
て
は
横
領
罪
（
刑
法
二
五
二
条
二
項
）
が
成
立
す
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
判
例
を
み
る
か
ぎ
り
、
共
同
受
託
者
の
一
人
が
信
託
の
本
旨
に
反
す
る
信
託
財
産
の
領
得
に
対
し
て
他
の
受
託
者
が
監
視
義
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な
い
で
あ
ろ
う
。

（
Ⅲ
）
 

つ
ぎ
に
、
判
例
上
信
託
の
本
旨
と
受
託
者
の
雲
巨
管
注
意
義
務
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
信
託
設
定
後
、
委
託
者
が

信
託
の
本
旨
に
反
す
る
意
思
表
示
の
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

す
な
わ
ち
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
と
し
て
、
委
託
者
が
信
託
設
定
時
に
定
め
た
「
信
託
の
本
旨
」
を
変
更
し
て
新
た
な
命
令
・
指
示

を
し
た
場
合
、
受
託
者
は
、
そ
の
命
令
・
指
示
が
「
信
託
の
本
旨
」
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
「
信
託
の
本
旨
」
と
し
て
、

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

一
二
五

務
を
怠
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
他
の
受
託
者
の
監
視
義
務
を
問
題
に
せ
ず
、
信
託
義
務
違
反
を
し
た
受
託
者
の
み
が
刑
事
上
の
責
任
を
科
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
例
理
論
を
貫
く
か
ぎ
り
、
民
事
上
、
他
の
受
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
、
善
管
注
意
義
務
（
監
視
義
務
）
違

（
７
）
 

反
を
理
由
に
、
共
同
受
託
者
の
連
帯
責
任
（
信
託
法
二
五
条
）
を
構
成
し
得
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
受
託
者
の
相
互
監
視

義
務
は
、
別
個
独
立
し
た
義
務
で
あ
る
が
、
四
宮
博
士
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
善
管
注
意
義
務
の
一
つ
に
包
含
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
現
行
信
託
法
上
、
明
文
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
８
）
 

（
９
）
 

③
「
信
託
財
産
の
安
全
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
一
え
ば
、
信
託
財
産
を
喪
失
・
腐
敗
か
ら
守
り
、
保
険
を
か
け
、
信
託
財

（
⑩
）
 

産
を
保
護
す
る
た
め
に
訴
訟
を
提
起
し
、
公
租
公
課
を
支
払
う
等
の
処
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
信
託
財
産
保
全
義
務
）
」
と
の

点
に
つ
い
て
、
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
名
義
人
と
し
て
、
信
託
財
産
を
管
理
処
分
す
る
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
善
管
注
意

義
務
に
該
当
す
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
受
託
者
は
、
信
託
財
産
の
安
全
を
は
か
る
た
め
に
相
当
な
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
義
務
は
、
受
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
、
善
管
注
意
義
務
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
最
大
利
益
を
享
受
を
得
さ
せ
る
た
め
の

前
提
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
、
信
託
財
産
の
保
全
義
務
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
義
務
と
言
え
る
も
の
で
る
。
そ
れ
故
、
受

託
者
の
信
託
財
産
保
全
義
務
は
、
四
宮
博
士
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
然
に
、
善
管
注
意
義
務
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
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法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
一
一
一
ハ

そ
の
命
令
・
指
示
に
従
っ
て
信
託
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
で
あ
る
。
大
審
院
は
、
「
信
託
契
約
ノ
委
託
者
受
益
者
及

帰
属
権
利
者
力
同
一
ナ
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
其
者
力
信
託
ノ
本
旨
一
一
反
ス
ル
意
思
を
表
明
シ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
筍
モ
信
託
契
約
力
存
続
ス
ル
限

（
胆
）

リ
受
託
者
ハ
信
託
ノ
本
旨
二
従
上
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
ヲ
以
テ
信
託
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
判
一
示
し
た
。

要
す
る
に
、
委
託
者
が
信
託
契
約
を
解
除
し
な
い
限
り
、
信
託
の
本
旨
と
相
違
す
る
委
託
者
・
受
益
者
か
ら
の
新
た
な
命
令
・
指
示
が
あ

（
旧
）

っ
て
も
、
受
託
者
は
、
そ
の
命
令
・
指
示
に
従
う
義
務
の
な
い
』
曰
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
受
託
者
は
、
委
託
者
Ⅱ
受

益
者
か
ら
の
新
た
な
命
令
・
指
示
に
従
う
必
要
は
な
く
、
委
託
者
が
信
託
設
定
時
に
定
め
た
信
託
の
本
旨
に
従
っ
て
信
託
財
産
を
管
理
ま

た
は
処
分
す
る
か
ぎ
り
、
善
管
注
意
義
務
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
四
宮
和
夫
・
信
託
法
［
新
版
］
二
四
八
頁
、
松
本
崇
・
信
託
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
一
三
六
頁
’
一
三
七
頁
。

（
２
）
四
宮
和
夫
・
前
掲
書
二
四
九
頁
以
下
、
青
木
徹
二
・
信
託
法
論
二
四
九
頁
。

（
３
）
詳
細
は
、
中
野
正
俊
「
信
託
受
託
者
の
公
平
義
務
ｌ
所
謂
受
益
者
平
等
の
原
則
の
観
点
に
立
脚
し
て
ｌ
」
現
代
民
法
学
の
理
論
と
課
題
（
遠
藤
浩
先

生
傘
寿
記
念
）
六
四
八
頁
以
下
参
照
。
イ
ン
ド
信
託
法
一
七
条
。

（
４
）
詳
細
は
、
中
野
正
俊
「
信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
」
法
学
志
林
第
九
八
巻
第
二
号
（
須
永
醇
先
生
退
職
記
念
）
一
一
一
一
三
頁
参
照
、
同
旨
・
森
田

果
「
受
託
者
の
公
平
義
務
、
」
三
国
伊
七
八
一
号
五
五
頁
。

（
５
）
大
阪
谷
公
雄
「
数
人
の
受
託
者
と
信
託
財
産
に
関
す
る
保
存
行
為
（
判
例
評
釈
と
民
商
法
雑
誌
第
一
七
第
二
号
六
八
頁
以
下
。

（
６
）
昭
和
七
年
一
一
一
月
一
五
日
判
決
（
昭
和
七
年
（
れ
）
第
四
七
○
号
横
領
被
告
事
件
）
刑
集
第
一
一
巻
二
一
号
一
八
五
八
頁
（
中
野
正
俊
・
信
託
法
判
例
研

究
（
第
二
三
事
件
）
一
六
四
頁
以
下
参
照
）
。

（
７
）
し
か
し
、
受
託
者
の
信
託
義
務
違
反
の
責
任
に
関
す
る
信
託
法
二
七
条
に
よ
れ
ば
、
信
託
義
務
違
反
を
し
た
受
託
者
に
対
し
て
損
失
の
填
補
ま
た
は
信
託

財
産
の
復
旧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
請
求
権
者
と
し
て
、
委
託
者
、
そ
の
相
続
人
、
受
益
者
に
並
ん
で
、
他
の
受
託
者
も
含
ま
れ
て

い
る
。
解
釈
論
と
し
て
、
他
の
受
託
者
は
相
互
監
視
義
務
を
負
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
信
託
法
二
五
条
に
規
定
す
る
共
同
受
託
者
の
連
帯
責
任
は
説
明
で
き
る
と

し
て
も
、
相
互
監
視
義
務
を
負
っ
て
い
る
他
の
受
託
者
が
善
管
注
意
を
怠
っ
て
信
託
事
務
を
処
理
し
た
受
託
者
に
対
し
て
、
損
失
の
填
補
ま
た
は
信
託
財
産
の
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受
託
者
が
信
託
事
務
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、
受
託
者
は
、
信
託
の
本
旨
に
従
っ
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
以
て
信
託
事
務
を

処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
○
条
）
。
す
な
わ
ち
、
信
託
法
二
○
条
に
お
い
て
は
、
受
託
者
が
信
託
事
務
の
処
理
に
あ
た
っ
て
、
単

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

’
二
七

Ⅳ
善
管
注
意
義
務
の
要
件

（
８
）
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
［
第
二
版
］
第
一
七
六
条
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
信
託
法
第
二
○
九
一
条
等
。

（
９
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
信
託
法
第
一
六
二
四
○
条
。

（
四
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
［
第
二
版
］
第
一
七
八
条
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
信
託
法
第
二
○
九
三
条
、
共
同
受
託
者
に
よ
る
信
託
財
産
の
保
存
行
為
に

関
す
る
判
例
で
あ
る
が
、
昭
和
一
七
年
七
月
七
日
大
審
院
第
二
民
事
部
判
決
（
昭
和
一
七
年
（
オ
）
第
三
三
一
一
号
債
権
及
抵
当
権
消
滅
確
認
及
抵
当
権
登
記
抹

消
並
所
有
権
取
得
登
記
抹
消
請
求
事
件
）
民
集
第
二
一
巻
第
一
三
号
一
三
四
五
頁
（
中
野
正
俊
・
前
掲
書
（
第
二
四
事
件
）
一
六
四
頁
以
下
参
照
）
。

（
、
）
受
託
者
は
信
託
財
産
を
管
理
ま
た
は
処
分
す
る
者
で
あ
る
が
、
共
同
受
託
者
の
一
人
が
信
託
財
産
を
領
得
し
た
判
例
と
し
て
、
昭
和
七
年
七
月
一
二
月
一

五
日
大
審
院
第
二
刑
事
部
判
決
（
昭
和
七
年
（
れ
）
第
四
七
○
号
横
領
被
告
事
件
）
刑
集
一
一
巻
二
一
号
一
八
五
八
頁
（
中
野
正
俊
・
前
掲
轡
（
第
二
三
事

件
）
一
六
四
頁
以
下
参
照
）
の
ほ
か
、
信
託
財
産
で
あ
る
寄
付
金
を
領
得
し
た
判
例
と
し
て
和
一
二
年
五
月
一
八
日
大
審
院
第
一
刑
事
部
判
決
（
大
正
一
二
年

（
れ
）
第
六
三
九
号
横
領
被
告
事
件
）
刑
集
第
二
巻
第
六
号
四
一
九
頁
（
中
野
正
俊
・
前
掲
書
（
第
二
五
事
件
）
一
七
七
頁
以
下
参
照
）
。

（
⑫
）
昭
和
九
年
五
月
二
九
日
大
審
院
民
事
第
二
部
判
決
（
昭
和
八
年
（
オ
）
第
一
三
一
一
一
七
号
登
記
抹
消
請
求
事
件
）
法
律
評
論
二
一
一
一
巻
四
○
○
頁
、
法
律
新
聞

三
七
○
六
号
一
四
頁
（
中
野
正
俊
・
前
掲
書
（
第
二
一
事
件
）
一
五
四
頁
以
下
参
照
）
。

（
⑬
）
四
宮
和
夫
・
信
託
法
（
増
補
版
）
九
四
頁
、
同
・
信
託
法
［
新
版
］
二
一
四
頁
参
照
。

わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。

（
８
）
米
国
信
託
法
リ
ー

（
９
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ー
ニ

（
、
）
米
国
信
託
法
リ
『

復
旧
を
請
求
で
き
る
と
言
う
の
は
疑
問
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
信
託
違
反
に
関
与
す
る
か
、
信
託
違
反
を
防
止
し
な
か
っ
た
こ
と
に
故
意
・
過
失
の
あ
る
共
同

受
託
者
は
、
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
四
宮
和
夫
・
前
掲
轡
二
八
三
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
共
同
受
託
の
場
合
、
米
国
信
託
法
リ
ス
テ

イ
ト
メ
ン
ト
第
一
八
四
条
は
相
互
監
視
義
務
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
わ
が
信
託
法
の
立
法
者
は
、
受
託
者
の
相
互
監
視
義
務
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
か
き
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法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
二
八

に
信
託
の
本
旨
に
従
っ
て
信
託
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
で
は
足
り
ず
、
信
託
の
本
旨
に
従
っ
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
、
信

託
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
託
事
務
の
処
理
に
あ
た
っ
て
受
託
者
に
要
求
さ
れ
る
善
管
注
意
義

務
は
、
「
信
託
の
本
旨
に
従
っ
て
」
と
「
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
」
と
を
構
成
要
素
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二

つ
の
要
素
の
違
反
を
具
備
し
な
け
れ
ば
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
違
反
が
成
立
し
な
い
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
一
方
の
違

反
に
よ
っ
て
、
受
託
者
の
信
託
違
反
は
成
立
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
「
信
託
の
本
旨
に
従
っ
て
」
と
言
う
要
件
に
つ
い
て
、
四
宮
博
士
に
よ
れ
ば
、
信
託
の
本
旨
と
は
、
信
託
の
目
的
を
信
託
の
あ

（
１
）
 

る
べ
き
姿
に
照
ら
し
て
理
想
化
し
た
も
の
で
、
委
託
者
の
意
図
す
べ
き
目
的
と
言
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
信
託
目
的
に
適
〈
口
す
る
よ
う
に

信
託
事
務
を
処
理
す
べ
き
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
信
託
の
本
旨
の
意
味
に
つ
い
て
、
信
託
の
本
旨
は
信
託
行
為
ま
た
は
信
託
行
為
の
定

（
２
）
 

め
か
宮
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
信
託
目
的
ま
た
は
信
託
行
為
の
定
め
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
る
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
信
託
目

（
３
）
 

的
ま
た
は
信
託
行
為
の
定
め
と
同
意
義
に
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

受
託
者
の
行
為
基
準
と
し
て
、
原
則
と
し
て
、
受
託
者
は
、
委
託
者
の
指
示
し
た
信
託
行
為
の
定
め
に
従
っ
て
信
託
財
産
を
管
理
処
分

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
る
（
四
条
）
。
し
か
し
、
時
と
し
て
信
託
行
為
中
に
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
想
定
し
た
完
全
な
指
針
を
示
す
ほ
ど

詳
細
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
信
託
行
為
の
定
め
は
、
具
体
的
に
定
め
る
の
が
一
般
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
信
託
行
為
の
具
体

的
な
文
言
に
反
し
て
行
為
す
る
こ
と
が
信
託
の
目
的
に
合
致
す
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
」
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
「
こ
の

よ
う
な
場
合
に
、
受
託
者
の
行
為
の
基
準
に
な
る
の
は
、
あ
る
程
度
ま
で
具
体
的
な
信
託
行
為
の
条
項
を
離
れ
て
、
お
よ
そ
信
託
制
度
の

存
在
理
由
と
か
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
原
理
・
原
則
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
当
該
信
託
の
設
定
者
た
る
委
託
者
の
意
図
に
照
応
さ

せ
れ
ば
、
信
託
の
あ
る
べ
き
姿
に
照
ら
し
て
委
託
者
の
意
図
す
べ
き
で
あ
っ
た
目
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
解
す
る
説
が
有
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（
４
）
 

力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
善
管
注
意
義
務
を
全
う
す
る
限
り
、
信
託
の
本
］
曰
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て

お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
受
託
者
は
、
信
託
目
的
ま
た
は
信
託
行
為
の
定
め
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
解
す
る
説
が

（
５
）
 

通
説
と
一
一
一
盲
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
「
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
」
と
言
う
要
件
に
つ
い
て
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
故
意
・
過

失
の
前
提
で
あ
る
注
意
義
務
の
程
度
を
示
す
概
念
で
、
他
人
の
物
ま
た
は
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
、
各
具
体
的
な
場
合
に
応
じ
て
、
一

（
６
）
 

般
的
な
知
識
・
経
験
に
富
ん
だ
人
が
思
慮
深
く
、
誠
実
に
な
す
べ
き
注
意
の
こ
と
で
あ
り
、
受
託
者
が
職
業
人
（
例
、
信
託
銀
行
）
で
あ

（
７
）
 

る
場
ム
ロ
に
は
、
職
業
的
に
分
化
し
た
（
平
均
人
よ
り
も
高
度
の
）
注
意
能
力
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

信
託
法
上
、
受
託
者
の
信
託
財
産
の
管
理
処
分
に
つ
い
て
は
、
受
託
者
は
信
託
行
為
の
定
め
に
従
っ
て
為
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が

（
四
条
）
、
信
託
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
は
信
託
の
本
旨
に
従
っ
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
為
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
（
二
○
条
）
。
し
た
が
っ
て
、
解
釈
論
と
し
て
、
信
託
の
本
旨
に
従
っ
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
が
要
求
さ
れ
る
信
託
事
務
の

処
理
は
、
信
託
財
産
の
管
理
ま
た
は
処
分
お
よ
び
こ
れ
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
あ
る
か
ら
、
結
局
、
信
託
財
産
の
管
理
処
分
に
付
随
す

る
事
務
の
処
理
に
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
信
託
財
産
の
管
理
処
分
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
信
託
事
務
処
理
の
場
合
と
同
様
、
受
託
者
に
は
、
委
託
者
か
ら
の

（
８
）
 

信
任
、
受
益
者
か
ら
の
信
頼
に
応
え
る
た
め
に
、
善
良
な
る
管
理
者
と
し
て
の
注
意
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
受
託
者
は
、
自
己

の
名
義
を
も
っ
て
信
託
財
産
を
管
理
処
分
す
る
が
、
他
人
の
財
産
の
管
理
処
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
管
注
意
義
務
の
要
件

と
し
て
、
受
託
者
の
行
為
の
一
切
に
つ
い
て
、
信
託
の
本
旨
（
信
託
行
為
の
定
め
）
に
従
っ
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
為
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

一
二
九
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前
述
し
た
よ
う
に
、
受
託
者
は
、
信
託
行
為
の
定
め
に
従
っ
て
信
託
財
産
を
管
理
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
（
四
条
）
、

こ
の
義
務
を
全
う
す
る
た
め
に
は
、
信
託
財
産
の
管
理
処
分
に
あ
た
っ
て
は
単
な
る
管
理
処
分
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
信
託
の
本
旨
に
し

た
が
っ
て
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
三
○
条
）
。
信
託
財
産
の
管
理
処
分
は
、
信

託
事
務
処
理
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
受
託
者
が
信
託
行
為
の
定
め
に
反
し
て
信
託
財
産
を
管
理
処
分

Ｖ
善
管
注
意
義
務
違
反
の
効
果

法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
三
○

（
１
）
四
宮
和
夫
・
信
託
法
［
新
版
］
二
四
七
頁
。

（
２
）
信
託
の
本
旨
に
は
、
委
託
者
に
よ
る
信
託
設
定
の
動
機
、
効
果
意
思
お
よ
び
信
託
制
度
の
趣
旨
等
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
決
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
信
託
法
新
論
一
六
四
頁
、
三
淵
忠
彦
・
信
託
法
及
信
託
業
法
七
一
頁
、
上
田
啓
次
・
信
託
制
度
と
そ
の
利
用
五
四
頁
、
永
井
寿
吉
「
信
託
法
要
義
⑥
」
信

託
協
会
会
報
一
七
二
号
二
六
頁
等
。

（
４
）
松
本
崇
・
信
託
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
一
三
三
頁
。

（
５
）
信
託
の
本
旨
と
善
管
注
意
義
務
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
例
え
ば
、
一
般
的
に
「
信
託
の
本
旨
に
従
う
と
は
、
信
託
行
為
に
定
め

る
信
託
目
的
に
従
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
受
託
者
が
信
託
目
的
に
反
し
て
信
託
事
務
を
処
理
し
た
場
合
に
は
、
義
務
違
反
結
果
、
受
益
者
に
生
ぜ
し
め
た
損
害

を
賠
侭
す
る
責
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
三
淵
忠
彦
・
前
掲
轡
七
二
頁
）
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
上
田
・
前
掲
轡
五
四
頁
（
注
路
（
巳
）
。

（
７
）
四
宮
和
夫
・
前
掲
野
二
四
七
頁
。

（
８
）
信
託
関
係
は
、
委
託
者
の
受
託
者
に
対
す
る
信
任
、
受
益
者
の
受
託
者
に
対
す
る
信
頼
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
に
、

受
託
者
は
、
委
託
者
に
対
し
て
忠
実
義
務
を
負
い
、
受
益
者
に
対
し
て
善
管
注
意
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。
受
舵
者
の
信
託
義
務
遮
反
の
場
合
に
、
受
益
者
に

限
ら
ず
、
委
託
者
も
損
失
の
填
補
ま
た
は
信
託
財
産
の
復
旧
を
綱
求
し
得
る
の
は
（
二
七
条
参
照
）
そ
の
た
め
で
あ
る
。

Hosei University Repository



と
こ
ろ
で
、
受
託
者
が
信
託
財
産
の
管
理
処
分
を
為
す
に
あ
た
っ
て
、
信
託
行
為
の
定
め
に
従
っ
て
管
理
処
分
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

信
託
財
産
の
管
理
処
分
に
つ
い
て
信
託
の
本
旨
に
反
し
て
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
と
き
に
は
管
理
の
失
当
に
あ
た
る

の
で
あ
る
（
二
七
条
前
段
）
。
こ
の
よ
う
に
、
受
託
者
の
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
義
務
は
、
受
託
者
の
信
託
財
産
に
対
す
る
管
理
処
分

権
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
信
託
財
産
の
管
理
の
み
な
ら
ず
、
信
託
財
産
の
処
分
に
つ
い
て
も
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信

託
財
産
に
対
す
る
管
理
の
失
当
と
言
う
の
は
、
受
託
者
が
信
託
財
産
を
管
理
処
分
す
る
に
あ
た
っ
て
、
信
託
目
的
に
違
反
す
る
か
、
信
託

目
的
に
違
反
し
な
く
て
も
、
そ
の
方
法
が
適
切
で
な
い
場
合
で
、
い
わ
ゆ
る
受
託
者
が
善
良
な
る
管
理
者
と
し
て
の
管
理
を
な
さ
な
か
っ

た
場
合
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
受
託
者
が
信
託
行
為
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
信
託
財
産
の
管
理
義
務
に
違
反
し
た
場
合
を
言
う
の
で
あ

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
は
、
損
失
の
填
補
ま
た
は
信
託
財
産
の
復
旧
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
損
失
の

填
補
と
言
う
の
は
、
損
失
以
前
の
状
態
に
金
銭
を
も
っ
て
信
託
財
産
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
損
失
の
な
か
に
、

（
４
）
 

信
託
違
反
が
な
け
れ
ば
当
然
に
信
託
財
産
に
生
じ
た
は
ず
の
利
益
を
含
む
も
の
と
考
皀
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
信
託
法
は
、
単
に

損
失
の
填
補
と
規
定
す
る
の
み
で
、
金
銭
に
よ
る
補
填
で
あ
る
の
か
、
現
物
に
よ
る
補
填
で
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
の

（』□）
（
６
）
 

（
７
）
 

た
め
に
、
金
銭
又
は
現
物
に
よ
る
補
填
で
あ
る
と
か
、
現
物
に
よ
る
補
填
で
あ
る
と
か
ま
た
は
金
銭
に
よ
る
補
填
で
あ
る
等
諸
説
に
対
立

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

’一一一一

し
た
り
、
信
託
の
本
旨
に
反
し
た
り
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
払
わ
ず
に
信
託
事
務
を
処
理
し
た
場
合
に
は
、
受
託
者
の
信
託
義
務

（
１
）
 

違
反
（
す
『
の
四
９
．
【
【
２
⑩
｛
）
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
受
託
者
は
、
信
託
義
務
違
反
に
よ
っ
て
信
託
財
産
に

損
害
が
生
じ
た
場
合
、
当
然
に
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
信
託
財
産
自
体
を
侵
害
し
た
場
合
に
お
け
る
損

（
２
）
 

害
賠
償
責
任
の
方
法
に
つ
い
て
、
学
説
は
そ
の
性
質
に
つ
い
て
種
々
対
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
信
託
法
二
七
条
に
明
文
規
定
を
設
け
て
い

（
３
）
 

る
の
で
あ
る
。
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法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一一一一一一

し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
上
の
補
填
の
意
味
は
、
一
般
的
に
金
銭
に
よ
る
賠
償
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
（
民
法
四
一
七
条
）
、
ま
た

（
８
）
 

信
託
法
一
一
七
条
の
信
託
財
産
の
復
旧
と
言
う
語
義
と
を
対
照
す
れ
ば
、
金
銭
に
よ
る
一
個
旗
を
言
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
信
託
財
産
の
復

旧
と
言
う
の
は
、
処
分
以
前
の
状
態
に
信
託
財
産
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
、
現
物
又
は
権
利
を
も
っ
て
信
託
財

産
を
旧
態
に
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
損
失
の
填
補
ま
た
は
信
託
財
産
の
復
旧
を
請
求
し
た
者
に
引
渡
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

（
９
）
 

信
託
財
産
に
編
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
〈
ロ
に
お
い
て
も
、
信
託
違
反
受
託
者
が
自
己
の
固
有
財
産
を
も
っ
て
無
限
責
任
を
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
信
託
行
為
の
定
め
に
反
し
て
信
託
財
産
を
処
分
し
た
場
合
に
は
、
信
託
の
本
旨
に
反
す
る
処
分
と
し
て
、
不
法
処
分

（
川
）

に
な
る
の
で
あ
る
（
二
七
条
後
段
）
。
し
た
が
っ
て
、
信
託
財
産
に
対
す
る
不
法
処
分
と
言
う
の
は
、
信
託
の
本
旨
に
反
し
て
信
託
財
産

を
処
分
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
信
筵
山
行
為
の
定
め
に
違
反
し
て
処
分
し
た
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
託
者
が
信
託
財
産
に
対
し
て
処

分
権
を
有
し
な
い
場
合
は
も
と
よ
り
、
処
分
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
処
分
権
を
瞼
越
し
て
信
託
財
産
を
処
分
し
た
場
合
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
受
託
者
が
信
託
行
為
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
信
託
財
産
の
管
理
義
務
に
違
反
し
た
場
合
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の

（
、
）

場
△
ロ
に
お
い
て
は
、
受
益
者
は
損
失
の
填
補
請
求
権
ま
た
は
信
託
財
産
の
復
旧
請
求
権
の
ほ
か
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
、
受
益
者
は
取

（
胆
）

消
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
一
二
一
条
）
。

信
託
財
産
に
対
す
る
管
理
の
失
当
の
場
合
と
信
託
の
本
旨
に
反
す
る
信
託
財
産
の
処
分
の
場
合
と
は
格
別
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

受
託
者
の
信
託
義
務
違
反
と
し
て
の
効
果
に
は
、
法
律
上
相
違
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
託
者
は
、
自
己
の
管
理
の

失
当
ま
た
は
不
当
一
処
分
に
つ
い
て
、
委
託
者
、
そ
の
相
続
人
、
受
益
者
、
そ
の
他
の
受
託
者
お
よ
び
新
受
託
者
（
受
託
者
更
迭
の
あ
る
場

合
、
五
一
条
）
の
請
求
に
よ
り
、
損
失
の
填
補
ま
た
は
信
託
財
産
の
復
旧
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
二
七
条
）
。
こ
の
義
務
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こ
の
両
責
任
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
の
責
任
を
優
先
す
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
多
く
の
学
説
は
、
信
託
法
が
並
列
し
て
規
定
し
て
い
る

こ
と
に
着
目
し
て
、
ど
ち
ら
で
も
選
択
で
き
る
し
、
そ
の
選
択
は
請
求
権
者
の
決
定
に
よ
る
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
信
託
の
本
旨
に
反

す
る
信
託
財
産
の
処
分
の
場
合
に
お
い
て
は
、
受
益
者
等
の
損
失
の
填
補
請
求
権
ま
た
は
信
託
財
産
の
復
旧
請
求
権
の
行
使
順
位
が
問
題

（
Ｍ
）
 

に
な
る
ほ
か
、
さ
ら
に
、
取
消
権
行
使
と
の
順
位
が
問
題
に
な
る
。

受
託
者
の
責
任
免
除
に
つ
い
て
、
私
益
信
託
の
委
託
者
（
ま
た
は
相
続
人
）
ま
た
は
受
益
者
が
受
託
者
の
信
託
違
反
行
為
に
つ
い
て
事

前
も
し
く
は
事
後
に
承
認
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
最
早
受
託
者
の
信
託
違
反
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

（
胴
）

受
託
者
の
信
託
違
反
行
為
に
対
す
る
承
認
ま
た
は
同
意
は
権
利
侵
害
の
成
立
を
阻
却
す
る
か
つ
ｂ
で
あ
る
。

（
凪
）

は
、
受
託
者
数
人
い
る
と
き
は
連
帯
責
任
で
あ
り
（
二
四
条
一
一
項
）
、
受
託
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
人
が
責
任
を
負
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
信
託
違
反
行
為
に
関
与
し
た
理
事
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
も
連
帯
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
（
三
四
条
）
。

（
１
）
信
託
違
反
（
信
託
義
務
違
反
）
と
は
、
受
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
受
託
者
と
し
て
の
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
で
あ
る
が
西
宮
和
夫
・
信

託
法
［
新
版
］
二
七
九
頁
脚
注
川
、
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
第
二
版
）
二
○
｜
条
）
、
受
益
者
に
対
す
る
給
付
義
務
の
不
履
行
と
信
託
財
産
自
体

を
侵
害
す
る
場
合
と
が
あ
る
く
四
宮
和
夫
・
前
掲
香
二
七
八
頁
）
。
本
稿
で
は
、
後
者
を
前
提
に
し
て
い
る
。

（
２
）
民
法
上
の
債
務
不
履
行
説
が
通
説
で
あ
る
が
、
債
務
不
履
行
か
つ
不
法
行
為
と
す
る
説
（
四
宮
和
夫
・
前
掲
書
二
八
○
頁
）
お
よ
び
別
個
の
民
事
責
任
を

認
め
る
べ
き
と
す
る
説
（
田
中
實
・
山
田
昭
・
補
訂
雨
宮
孝
子
・
改
訂
信
託
法
九
一
頁
）
等
の
対
立
が
あ
る
。

（
３
）
岩
田
新
博
士
は
、
信
託
法
二
七
条
は
受
託
者
の
管
理
失
当
の
場
合
と
信
託
の
本
旨
に
反
す
る
処
分
の
場
合
を
並
列
し
て
規
定
す
る
が
、
本
来
は
異
質
な
も

の
で
あ
り
、
そ
の
貴
任
も
相
違
す
る
旨
指
摘
さ
れ
る
〈
信
託
法
新
論
九
○
頁
）
。
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
。

（
４
）
米
国
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
第
二
版
）
二
○
五
条
Ｃ
・

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

’一一一一一一
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本
稿
に
お
い
て
は
、
受
託
者
に
よ
る
信
託
財
産
の
管
理
処
分
お
よ
び
信
託
事
務
の
処
理
に
あ
た
っ
て
、
受
託
者
に
要
請
さ
れ
る
行
動
の

基
準
に
関
す
る
善
管
注
意
義
務
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
。
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
は
、
民
事
信
託
・
商
事
信
託
を
問
わ
ず
、
受
託
者

Ⅵ
結
語

（
８
）
永
井
寿
吉
「
前
掲
論
文
⑧
］
四
四
頁
。

（
９
）
四
宮
和
夫
・
前
掲
轡
二
八
○
頁
。

（
皿
）
こ
の
場
合
の
要
件
と
し
て
、
四
宮
博
士
は
、
不
当
な
管
理
行
為
に
よ
っ
て
信
託
財
産
に
損
失
を
生
じ
た
場
合
の
ほ
か
、
受
託
者
の
信
託
違
反
処
分
行
為
が

取
り
消
さ
れ
て
（
三
一
条
）
な
お
損
失
の
あ
る
場
合
と
言
わ
れ
る
（
前
掲
宵
二
八
二
頁
）
。

（
Ⅲ
）
こ
の
場
合
の
要
件
と
し
て
、
四
宮
博
士
は
、
主
と
し
て
、
取
消
（
三
一
条
）
の
で
き
な
い
場
合
だ
が
、
取
消
し
う
る
場
合
を
も
含
む
と
解
す
べ
き
で
あ
る

と
言
わ
れ
る
（
前
掲
密
二
八
二
頁
）
。

（
胆
）
中
野
正
俊
「
信
託
受
益
者
の
取
消
梅
に
つ
い
て
ｌ
法
律
行
為
に
お
け
る
取
消
の
概
念
を
手
懸
り
と
し
て
－
」
財
産
法
諸
問
題
の
考
察
（
小
林
一
俊
博
士
古

稀
記
念
論
文
集
）
三
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
旧
）
受
託
者
数
人
い
る
と
き
の
迎
帯
資
任
に
関
す
る
法
律
上
の
根
拠
に
つ
い
て
、
相
互
監
視
義
務
か
ら
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
Ｍ
）
受
益
者
の
取
消
権
は
、
そ
の
性
質
上
、
受
託
者
が
信
託
の
本
旨
に
反
し
て
為
し
た
信
託
財
産
の
処
分
に
対
す
る
損
失
の
填
補
権
ま
た
は
信
託
財
産
の
復
旧

舗
求
権
に
つ
ぐ
も
の
で
、
二
次
的
か
つ
殴
終
的
な
橘
利
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
中
野
正
俊
「
前
掲
論
文
」
三
二
八
頁
）
。

（
旧
）
四
宮
和
夫
・
前
掲
轡
二
八
四
頁
。

（
５
）
細
矢
」

（
６
）
遊
佐
西

（
７
）
三
淵
市

号
四
四
頁
。 法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一
三
四

細
矢
祐
治
・
信
託
法
理
及
信
託
法
制
七
五
一
頁
。

遊
佐
慶
夫
・
信
託
法
制
評
論
八
五
頁
。

三
淵
忠
彦
・
信
託
法
及
信
託
業
法
八
二
頁
、
田
中
寅
・
山
田
昭
・
補
訂
雨
宮
孝
子
・
前
掲
書
八
九
頁
、
永
井
寿
吉
「
日
本
信
託
法
要
義
⑧
」
一
七
巻
四
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の
行
動
の
基
準
と
し
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
基
本
的
義
務
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
で
言
い
尽
く
せ
な
か
っ
た
問
題
を
紙
面
の
都
合
上
要
約
す
る
と
、
ま
ず
、
実
務
上
の
観
点
か
ら
見
て
、
商
事
信
託
に

お
い
て
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
を
厳
格
に
す
る
と
、
受
託
者
は
直
接
善
管
注
意
義
務
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
信
託
の
引
受
け
を
極
力
さ

け
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
反
対
に
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
を
緩
和
す
る
と
、
信
託
を
設
定
す
る
委
託
者
が
減
少
す
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
の
当
否
は
、
直
接
受
益
者
の
利
益
に
直
結
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
私
見
（
本
論
で
は
）
は
四
宮
和
夫
博
士
の
学
説
を
支
持
す
る
立
場
で
あ
る
が
（
な
ぜ
な
ら
、
受
託
者
の
受
忍
限
度
内
だ
か
ら
）
、

受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
の
基
準
を
考
え
る
と
き
、
受
託
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
他
の
義
務
と
相
違
し
て
、
受
託
者
・
受
益
者
（
委
託

者
）
の
利
益
衡
量
を
参
酌
し
な
が
ら
、
公
平
か
つ
合
理
的
な
基
準
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
を
立
て
れ

ば
、
他
方
が
立
た
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
含
ん
で
い
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
民
事
信
託
の
受
託
者
に
つ
い
て
、
営
業
信
託
の
受
託
者

に
対
す
る
注
意
義
務
と
同
一
内
容
の
義
務
を
負
う
べ
き
か
が
問
題
に
な
る
が
、
営
業
信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
そ
れ
と
同
様
に
考
え
る
必

要
は
な
く
、
受
益
者
か
ら
の
信
頼
関
係
に
基
づ
い
て
特
に
期
待
さ
れ
る
誠
実
な
注
意
義
務
を
前
提
に
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も

立
証
責
任
が
重
要
な
問
題
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

つ
ぎ
に
、
学
理
上
の
観
点
か
ら
見
て
、
他
の
義
務
特
に
忠
実
義
務
と
の
異
同
に
つ
い
て
、
忠
実
義
務
に
関
す
る
明
文
規
定
を
設
け
て
い

な
い
信
託
法
上
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
が
忠
実
義
務
と
同
質
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
得
か
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
か
っ
て
「
信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
忠
実
義
務
」
（
法
学
志
林
九
八
巻
二
号
二
二
一
一
一
頁
以
下
参
照
）
と
題
す
る
拙
稿
で
記
述
し
た
よ

う
に
、
全
く
異
質
な
も
の
と
捉
え
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
今
で
も
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
追
加
す
る
と
す
れ
ば
、
私
見
が
受

託
者
の
忠
実
義
務
に
関
す
る
規
定
と
解
す
る
信
託
法
四
条
は
「
受
託
者
ハ
信
託
行
為
ノ
定
ム
ル
所
二
従
上
信
託
財
産
ノ
管
理
又
ハ
処
分
ヲ

信
託
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
（
中
野
）

一
三
五
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法
学
志
林
第
一
○
二
巻
第
三
・
四
合
併
号

一一一一一ハ

為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
す
る
の
に
対
し
て
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
に
関
す
る
信
託
法
二
○
条
は
「
受
託
者
ハ
信
託
ノ
本
旨
二
従

上
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
ヲ
以
テ
信
託
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
す
る
こ
と
の
相
違
に
着
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
前

者
は
委
託
者
に
対
す
る
忠
実
義
務
を
意
味
し
、
後
者
は
受
益
者
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
信

託
行
為
ノ
定
ム
ル
所
一
一
従
上
」
に
つ
い
て
、
信
託
行
為
の
定
め
を
し
た
の
は
委
託
者
で
あ
る
故
に
、
受
託
者
は
、
委
託
者
の
指
示
し
た
信

託
行
為
の
定
め
に
忠
実
に
信
託
財
産
を
管
理
処
分
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
受
託
者
は
委
託
者
に
対
し
て
忠
実
義
務
を
負
い
、
「
信

託
ノ
本
旨
一
一
従
上
」
に
つ
い
て
、
信
託
の
本
旨
は
信
託
行
為
の
定
め
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
間
接
的
な
も
の
で
、
受
託
者
は
、
信
託
の
本
旨

に
従
っ
て
、
受
益
者
の
た
め
に
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
以
て
信
託
事
務
を
処
理
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
受
託
者
は
受
益
者
に

対
し
て
善
管
注
意
義
務
を
負
う
も
の
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
不
十
分
で
あ
る
が
、
受
託
者
の
善
管
注
意
義
務
を
考
え
る
の
が
浅
挙
斗
干
才
な
私
の
信
託
観
で
あ
る
。
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